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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
不
動
産
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
不
動
産
登
記
に
係
る
登
録
免
許
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

登
録
免
許
税
は
、
登
記
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
益
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
登
記
等
の
背
後
に
あ
る
経
済

取
引
等
か
ら
評
価
さ
れ
る
担
税
力
に
応
じ
て
課
税
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
経
費
（
実
費
）
の
支
弁
を
申
請
者
に
求

め
る
観
点
か
ら
課
さ
れ
る
手
数
料
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
新
築
建
物
課
税
標
準
価
格
認
定
基
準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月

二
十
三
日
に
会
計
検
査
院
長
か
ら
法
務
大
臣
に
対
し
「
登
記
官
が
認
定
す
る
新
築
建
物
等
に
係
る
不
動
産
の
価
額
、
ひ
い
て

は
登
録
免
許
税
の
額
を
適
切
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
登
録
免
許
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
不
動
産
の
価
額
は
登
記
の

時
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
価
額
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
各
法
務
局
等
に
対
し
て
、
認
定
基
準
表
の

改
訂
に
当
た
り
、都
道
府
県
概
要
調
書
等
を
用
い
る
な
ど
し
て
適
切
な
認
定
基
準
単
価
を
算
出
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
よ
う
」

意
見
が
表
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
本
年
三
月
、
各
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
長
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
の
固

定
資
産
の
評
価
替
え
に
合
わ
せ
て
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
二
十
二
条
（
第
七
百
三

一



十
四
条
第
一
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
各
都
道
府
県
知
事
が
作
成
し
た
平
成
二
十
一
年

度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
概
要
調
書
を
基
に
し
て
認
定
基
準
の
改
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
概
要
調
書
は
、

市
町
村
長
が
新
築
建
物
を
評
価
し
た
価
格
等
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
回
の
改
定
結
果
は
会
計
検
査
院

か
ら
の
意
見
の
表
示
に
従
っ
た
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
激
変
緩
和
措
置
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


